
次の指名競争入札に参加を希望する者は、下記により技術資料を提出してください。

1 業務の概要
　

2 技術資料の提出者（入札参加資格）

　この公募の日から当該入札に係る落札者を決定した日までの間のいずれの日においても、
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項又は第２項に規定す
る者でないこと。

令和 8年 6月 3日

公募型指名競争入札参加者の公募のお知らせ

篠　﨑　圭　二宇部市長

記

業 務 番 号 第4号
業 務 名 隣保館上宇部会館長寿命化改修実施設計業務委託
実 施 場 所 宇部市中村二丁目６番１５号
委 託 期 間 契約の日から令和 9年 3月 2日まで

業 務 概 要

隣保館上宇部会館における長寿命化改修設計業務

　技術資料の提出ができる者は、単体企業又は共同企業体（2者で構成するものに限る。）で、単体企業の場合は次の「地
方自治法施行令」から「配置技術者」までの欄に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、共同企業体の場合は次の「その
他」の欄に掲げる要件に該当する者とする。

地 方 自 治 法 施 行 令

宇 部 市 の 登 録 業 種 建築関係建設コンサルタント業務

建築士事務所の登録
　建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により登録を受けているこ
と。

営 業 所 等 の 所 在 地 　この公募の日までに本店を宇部市内に有していること。

指 名 停 止
　この公募の日から当該入札に係る落札者を決定した日までの間のいずれの日においても、宇
部市建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている者でないこ
と。

施 工 実 績

　平成２３年４月１日から公告日の前日までの間に、元請負人又は共同企業体の構成員とし
て、国又は地方公共団体（法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人
が発注するものを含む。）が発注する公共施設で、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄
筋コンクリート造、かつ延べ面積５００㎡以上の新築、増築、改築、改修（外壁改修、設備
改修、耐震改修など単一の改修工事は除く）のいずれかの実施設計業務を実施し、引き渡し
た実績を有すること。

配 置 技 術 者
　次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア　　一級建築士の資格を有する者が２人以上在籍していること。
イ　　管理技術者として一級建築士の資格を有する者を配置できること。

そ の 他

　共同企業体（２者で構成するものに限る。）の場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当
する者であること。
ア　　共同企業体の代表者は、上記の「地方自治法施行令」から「配置技術者」までの欄に
　　掲げる要件に該当する者であること。
イ　　共同企業体の代表者以外の者は、上記の「地方自治法施行令」から「指名停止」まで
　　の欄に掲げる要件に該当する者であること。
ウ　　共同企業体の代表者以外の者は、一級建築士の資格を有する者が２人以上在籍してい
　　ること。
エ　　各構成員の出資比率が３０パーセント以上であり、代表者の出資比率は構成員中最大
　　であること。また、構成員のいずれもが本業務において単体企業での申請をしていない
　　こと及び他の共同企業体の構成員でないこと。



3 契約条項を示す場所
　宇部市総務部契約監理課

4 技術資料の提出
（1） 申請方法 　宇部市電子入札システムを使用すること。

　また、次表の提出欄において〇が付されている書類を、添付すること。なお、その審査結果
を提出期間終了後、約2週間後にメールで通知する。

　　ア　単体企業で申請する場合

　　イ　共同企業体で申請する場合

（2） 提出期間

5 設計図書配布方法 　宇部市入札情報公開システムからダウンロードすること。
　設計図書の閲覧は、パスワードの入力を要するため、「設計図書ダウンロードのためのパス
ワードについて」で通知したパスワードを入力して設計図書をダウンロードすること。

6 質問方法等
　業務内容に関する質問は、「工事（業務）内容質問書」（様式は宇部市ウェブサイトからダウンロード可能）によ
りメールにて提出すること。（メール送信時には、必ず開封確認の要求機能を使用すること。開封確認メッセージが
届かない場合は、提出先に確認を行うこと。）なお、質問は、４(1)に掲げる書類を提出期間内に提出した者に限る。
　質問回答は、宇部市入札情報公開システムに掲載するので、該当のページからダウンロードすること。
　また、再質問は当初の質問回答に係るもののみとする。

ア　質問期間

　 イ　提出先

ウ　質問回答
エ　再質問期間
オ　再質問回答

7 入札方法等
（1） 入札方法 　宇部市電子入札システムを使用すること。
（2） 入札保証金 　免除する。

　ただし、納付が必要である者については、後日通知する。
（3） 入札書提出期間

（4） 無効入札 　入札の心得５各号に該当する入札は、無効とする。
（5） 再度入札 　再度入札は、別途通知において指定する期限までに宇部市電子入札システムを使用して行う

こと。
　再度入札は最大２回までとする。
　初度入札において、無効入札とされた者又は最低制限価格に満たない者は、再度入札に参加
できないものとする。また、２回目の再度入札においては、１回目の再度入札において無効入
札とされた者又は最低制限価格に満たない者は、参加できないものとする。

8
（1） 日時(予定)
（2） 場所

9 落札者の決定方法
　宇部市財務規則（昭和４４年規則第４号）第１１９条の規定に基づき定められた予定価格の制限の範囲内で最低価
格をもって有効な入札を行った者を落札者とする（最低制限価格を下回る入札を除く。）。

10 その他
（1） 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、見
積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（2） 　落札決定後、契約締結までの間に落札した者が、入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を
締結しない。

（3） 　この工事は、「宇部市電子契約実施要領」に基づく電子契約の対象であるため、希望により電子契約の方法
によることができる。

（4） 　詳細については、宇部市総務部契約監理課（電話0836-34-8183）に問い合わせること。

提出 書類
〇 同種・類似業務の施工実績調書（様式第２号）
〇 技術者の資格・業務経験調書（様式第３号）
〇 技術者の資格及び雇用関係を有することを証するものの写し

提出 書類
〇 同種・類似業務の施工実績調書（様式第２号）
〇 技術者の資格・業務経験調書（様式第３号）
〇 技術者の資格及び雇用関係を有することを証するものの写し
〇 共同企業体協定書の写し

令和 8年 6月25日　午前8時30分　から　午後5時00分　まで

〇 委任状
〇 使用印鑑届

令和 8年 6月 3日　午前8時30分　から
令和 8年 6月12日　午後5時00分　まで　（土日祝日等を除く。）

令和 8年 6月15日　午前8時30分　から
令和 8年 6月17日　午後5時00分　まで
宇部市都市政策部営繕課
メールアドレス（eizenka@city.ube.yamaguchi.jp）
令和 8年 6月25日

　宇部市役所　入札室（３階）

令和 8年 6月29日

令和 8年 6月29日　午前8時30分　から
令和 8年 7月 1日　午後5時00分　まで　（土日祝日等を除く。）

開札日時及び場所
　令和 8年 7月 3日　午前9時00分



宇部市告示第 135 号
　　　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第２項の規定により、次の業務に係る公募型指名競
　　争入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）及び当該入札参加資格の審査の申請の時期、方法
　　等について次のとおり定めた。

1 業務名
(1) 実施場所
(2) 業務概要

2 入札参加資格
入札に参加できる者は、次に掲げる要件に該当する共同企業体（2者 で構成するものに限る。）とする。
共同企業体の構成員のいずれもが次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
　(1) 　
　　  
　　　
　(2) 　出資比率が ３０ パーセント以上であること。

3 入札参加資格の審査
(1) 共同企業体入札参加資格確認申請
　　　入札参加資格の審査を受けようとする者は、告示５の(1)に規定する次に掲げる書類を提出しなければならない。
　　ア　共同企業体協定書の写し
　　イ　委任状
　　ウ　使用印鑑届
(2) 提出方法
　　　申請書等は、共同企業体の代表者が宇部市電子入札システムを使用して提出するものとする。
(3) 提出期間

(4) 入札参加資格の審査結果の通知方法
　　　審査結果を提出期間終了後、約２週間後に通知する。

4 その他
この審査についての問い合わせは、宇部市総務部契約監理課（電話0836-34-8183）にすること。

令和 8年 6月 3日　午前8時30分　から
令和 8年 6月12日　午後5時00分　まで

令和 8年 6月 3日

篠　﨑　圭　二

隣保館上宇部会館長寿命化改修実施設計業務委託
宇部市中村二丁目６番１５号
隣保館上宇部会館における長寿命化改修設計業務

　建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加資格の審査に関する告示（令和６年宇部市告示第
２２５号。以下「告示」という。）３の(2)の規定により認定された一般競争入札及び指名競争入札参加資格が建
築関係建設コンサルタント業務であること。

宇部市長


